
瀬戸市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

令和７年１２月２２日 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市規則第３９号 

瀬戸市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則 

瀬戸市職員の給与の支給等に関する規則（昭和３９年瀬戸市規則第１４

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（扶養手当の支給） （扶養手当の支給） 

第４条 新たに条例第１１条第１項の職員たる要

件を具備するに至った職員は、扶養親族届によ

り、その旨を速やかに任命権者（その委任を受

けた者を含む。以下同じ。）に届け出なければ

ならない。扶養手当を受けている職員の届出に

係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額そ

の他の扶養の事実等に変更があった場合につい

ても、同様とする。 

第４条 条例第１２条第１項の届出は、扶養親族

届によるものとする。 

２ 任命権者は、職員から前項の扶養親族届の提

出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶

養手当の月額を認定しなければならない。 

２ 任命権者（その委任を受けた者を含む。以下

同じ。）は、職員から前項の扶養親族届の提出

を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養

手当の月額を認定しなければならない。 

３ 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とする

ことはできない。 

３ 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とする

ことはできない。 

 ⑴ 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ

。）、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間

事業所その他のこれに相当する手当の支給の

 ⑴ 民間その他から扶養手当に相当する手当の

支給を受けている者 



基礎となっている者 

 ⑵ その者の勤労所得、資産所得、事業所得等

の合計額が年額１３０万円以上である者（１

９歳以上２３歳未満の者（職員の配偶者を除

く。）である場合にあっては、年額１５０万

円以上の所得がある者） 

 ⑵ その者の勤労所得、資産所得、事業所得等

の合計額が年額１３０万円程度以上である者 

 ⑶ ＜省略＞  ⑶ ＜省略＞ 

４から７まで ＜省略＞ ４から７まで ＜省略＞ 

８ 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第１１

条第１項の職員たる要件を具備するに至った日

の属する月の翌月（その日が月の初日であると

きは、その日の属する月）から開始し、職員が

同項に規定する要件を欠くに至った日（市長が

定める場合にあっては、当該要件を欠くに至っ

た日以降の日で市長が定める日）の属する月（ 

 その日が月の初日であるときは、その日の属す

る月の前月）をもって終わる。ただし、扶養手

当の支給の開始については、第１項の規定によ

る届出が、これに係る事実の生じた日から１５

日を経過した後にされたときは、その届出を受

理した日の属する月の翌月（その日が月の初日

であるときは、その日の属する月）から行うも

のとする。 

 

９ 扶養手当を受けている職員にその月額を変更

すべき事実が生じたときは、その事実の生じた

日の属する月の翌月（その日が月の初日である

ときは、その日の属する月）からその支給額を

改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の

月額を増額して改定する場合について準用す

る。 

 

（住居手当の支給） （住居手当の支給） 

第５条 条例第１３条第１項第１号の市長が定め

る職員は、配偶者、父母又は配偶者の父母で、

職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生

計の途がなく主として当該職員の扶養を受けて

第５条 条例第１３条第１項第１号の市長が定め

る職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員



いるもの及び条例第１１条第２項に規定する扶

養親族をいう。以下同じ。)以外のものが所有

し、又は借り受け、居住している住宅及び職員

の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が

所有権の移転を一定期間留保する契約により購

入した住宅並びに市長がこれらに準ずると認め

る住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に

居住している職員とする。 

の扶養親族たる者(条例第１１条に規定する扶

養親族で同条例第１２条第１項の規定による届

出がされている者に限る。以下同じ。)以外の

ものが所有し、又は借り受け、居住している住

宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又

はその者が所有権の移転を一定期間留保する契

約により購入した住宅並びに市長がこれらに準

ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて

当該住宅に居住している職員とする。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 条例第１３条第１項第２号の市長が定める職

員は、次条第８項に該当する職員で、同項第２

号に規定する１８歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある子が居住するための住

宅として、同号に規定する異動又は勤務公所の

移転（新たに給料表の適用を受ける職員となっ

た者にあっては、当該適用）の直前の住宅であ

った住宅（市が設置する公舎及び前項に規定す

る住宅を除く。）又はこれに準ずるものとして

市長の定める住宅を借り受け、月額１万６，０

００円を超える家賃を支払っているものとする

。 

３ 条例第１３条第１項第２号の市長が定める職

員は、次条第８項に該当する職員で、同項第２

号に規定する１８歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある子が居住するための住

宅として、同号に規定する異動又は勤務公所の

移転（職員以外の地方公務員、国家公務員又は

次条第１項に規定する者であった者から引き続

き給料表の適用を受ける職員となった者にあっ

ては、当該適用）の直前の住宅であった住宅（

市が設置する公舎及び前項に規定する住宅を除

く。）又はこれに準ずるものとして市長の定め

る住宅を借り受け、月額１万６，０００円を超

える家賃を支払っているものとする。 

４から７まで ＜省略＞ ４から７まで ＜省略＞ 

８ 住居手当の支給は、職員が新たに条例第１３

条第１項の職員たる要件を具備するに至った日

の属する月の翌月（その日が月の初日であると

きは、その日の属する月）から開始し、職員が

同項に規定する要件を欠くに至った日（市長が

定める場合にあっては、当該要件を欠くに至っ

た日以降の日で市長が定める日）の属する月（

その日が月の初日であるときは、その日の属す

る月の前月）をもって終わる。ただし、住居手

当の支給の開始については、第４項の規定によ

る届出がこれに係る事実の生じた日から１５日

８ 住居手当の支給は、職員が新たに条例第１３

条第１項の職員たる要件を具備するに至った日

の属する月の翌月（その日が月の初日であると

きは、その日の属する月）から開始し、職員が

同項に規定する要件を欠くに至った日の属する

月（その日が月の初日であるときは、その日の

属する月の前月）をもって終る。ただし、住居

手当の支給の開始については、第４項の規定に

よる届出がこれに係る事実の生じた日から１５

日を経過した後にされたときは、その届出を受

理した日の属する月の翌月（その日が月の初日



を経過した後にされたときは、その届出を受理

した日の属する月の翌月（その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）から行うもの

とする。 

であるときは、その日の属する月）から行うも

のとする。 

９から１２まで ＜省略＞ ９から１２まで ＜省略＞ 

（単身赴任手当の支給） （単身赴任手当の支給） 

第５条の２ 条例第１４条の２第１項の市長が定

めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とす

る。 

第５条の２ 条例第１４条の２第１項及び第３項

の市長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げ

る事情とする。 

⑴から⑸まで ＜省略＞ ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

２から６まで ＜省略＞ ２から６まで ＜省略＞ 

７ 条例第１４条の２第３項の市長が定めるやむ

を得ない事情は、第１項に規定するやむを得な

い事情とする。 

７ 条例第１４条の２第３項の任用の事情等を考

慮して市長が定める職員は、人事交流等により

給料表の適用を受ける職員となった者とする。 

８ 条例第１４条の２第３項の同条第１項の規定

による単身赴任手当を支給される職員との権衡

上必要があると認められるものとして市長が定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

８ 条例第１４条の２第３項の同条第１項の規定

による単身赴任手当を支給される職員との権衡

上必要があると認められるものとして市長が定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

⑴から⑸まで ＜省略＞ ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

⑹ 前各号の規定中「勤務公所を異にする異動

又は在勤する勤務公所の移転に伴い」とある

のを「新たに給料表の適用を受ける職員とな

り、これに伴い」と、「異動又は勤務公所の

移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合

に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当す

ることとなる職員（人事交流等により給料表

の適用を受ける職員となった者に限る。） 

⑹ 前各号の規定中「勤務公所を異にする異動

又は在勤する勤務公所の移転に伴い」とある

のを「職員以外の地方公務員、国家公務員そ

の他市長が定める者であった者から引き続き

給料表の適用を受ける職員となり、これに伴

い」と、「異動又は勤務公所の移転」とある

のを「適用」と読み替えた場合に、当該各号

に掲げる職員たる要件に該当することとなる

職員（人事交流等により給料表の適用を受け

る職員となった者に限る。） 

⑺ ＜省略＞ ⑺ ＜省略＞ 

９から１２まで ＜省略＞ ９から１２まで ＜省略＞ 

１３ 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例

第１４条の２第１項又は第３項の職員たる要件

を具備するに至った日の属する月の翌月（その

１３ 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例

第１４条の２第１項又は第３項の職員たる要件

を具備するに至った日の属する月の翌月（その



日が月の初日であるときは、その日の属する月

）から開始し、職員が同条第１項又は第３項に

規定する要件を欠くに至った日（市長が定める

場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以

降の日で市長が定める日）の属する月（その日

が月の初日であるときは、その日の属する月の

前月）をもって終わる。ただし、単身赴任手当

の支給の開始については、第１０項の規定によ

る届出がこれに係る事実の生じた日から１５日

を経過した後にされたときは、その届出を受理

した日の属する月の翌月（その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）から行うもの

とする。 

日が月の初日であるときは、その日の属する月

）から開始し、職員が同条第１項又は第３項に

規定する要件を欠くに至った日の属する月（そ

の日が月の初日であるときは、その日の属する

月の前月）をもって終わる。ただし、単身赴任

手当の支給の開始については、第１０項の規定

による届出がこれに係る事実の生じた日から１

５日を経過した後にされたときは、その届出を

受理した日の属する月の翌月（その日が月の初

日であるときは、その日の属する月）から行う

ものとする。 

１４から１９まで ＜省略＞ １４から１９まで ＜省略＞ 

（管理職員特別勤務手当の支給） （管理職員特別勤務手当の支給） 

第７条の２ ＜省略＞ 第７条の２ ＜省略＞ 

２ 条例第１９条の２第３項に定める勤務に従事

する時間等を考慮して規則で定める勤務は、同

条第１項の勤務に従事した時間が６時間を超え

る場合の勤務とする。 

２ 条例第１９条の２第３項第１号に定める勤務

に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務

は、勤務に従事した時間が６時間を超える場合

の勤務とする。 

３ 条例第１９条の２第３項第２号の規則で定め

る額は、次の表の支給区分欄に掲げる職の区分

に応じ、それぞれ支給額欄に定める額とする。

ただし、勤務に従事した時間が３時間に満たな

い場合は、当該額に１００分の５０を乗じて得

た額とする。 

＜省略＞ 
 

３ 条例第１９条の２第３項第２号の規則で定め

る額は、次の表の支給区分欄に掲げる職の区分

に応じ、それぞれ支給額欄に定める額とする。 

 

 

 

＜省略＞ 
 

４ 次に掲げる場合には、条例第１９条の２第２

項の規定による管理職員特別勤務手当を支給し

ない。この場合において、職員がした同条第２

項の勤務は、同条第１項の勤務とみなす。 

４ 条例第１９条の２第１項の勤務をした後、引

き続いて同条第２項の勤務をした同条第１項に

規定する管理監督職員には、その引き続く勤務

に係る同条第２項の規定による管理職員特別勤

務手当を支給しない。 

⑴ 条例第１９条の２第１項の勤務をした後、

引き続いて同条第２項の勤務をした場合 

 



 ⑵ 条例第１９条の２第２項の勤務をした後、

引き続いて同条第１項の勤務をした場合 

 

  

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


